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○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 
 

（
国
際
放
送
等
の
開
始
の
届
出
） 

（
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
開
始
の
届
出
） 

第
十
六
条 

法
第
二
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

第
十
六
条 

（
略
） 

一 

国
際
放
送
又
は
協
会
国
際
衛
星
放
送
（
以
下
「
国
際
放
送
等
」
と
い

う
。
）
の
種
類 

一 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類 

二 

国
際
放
送
等
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
外
国
の
放
送
局
を
運
用
す
る
者
の

氏
名
又
は
名
称 

二 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
外
国
の
放
送
局
を
運
用
す

る
者
の
氏
名
又
は
名
称 

三 

国
際
放
送
に
あ
つ
て
は
国
際
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
放
送
局
の
送

信
設
備
の
設
置
場
所
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
に
あ
つ
て
は
協
会
国
際
衛
星

放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
人
工
衛
星
の
放
送
局
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌

道
又
は
位
置 

三 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
人
工
衛
星
の
放
送
局
に
係

る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置 

四 

国
際
放
送
に
あ
つ
て
は
周
波
数
及
び
当
該
周
波
数
を
使
用
し
て
放
送
を

す
る
放
送
番
組
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
に
あ
つ

て
は
周
波
数 

四 

協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る
周
波
数 

五 

国
際
放
送
に
あ
つ
て
は
、
放
送
時
間
及
び
放
送
時
間
帯 

 

六 

業
務
開
始
の
期
日 

五 

（
略
） 

２ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
別
表
第

一
号
の
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 
（
略
） 

３ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
国
際
放
送
に
あ
つ
て
は
国
際
放

送
の
種
類
ご
と
、
放
送
区
域
ご
と
、
か
つ
、
国
際
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ

る
放
送
局
の
送
信
設
備
の
設
置
場
所
ご
と
（
一
の
国
又
は
地
域
を
対
象
と
す

３ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類
ご

と
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置
ご
と
、
か

つ
、
周
波
数
の
一
ご
と
（
一
の
周
波
数
を
使
用
し
て
二
以
上
の
放
送
番
組
を
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る
放
送
区
域
に
お
け
る
国
際
放
送
の
業
務
が
二
以
上
の
放
送
局
の
送
信
設
備

に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
放
送
区
域
ご
と
）
に
、
協
会
国

際
衛
星
放
送
に
あ
つ
て
は
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類
ご
と
、
協
会
国
際
衛

星
放
送
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置
ご
と
、
か
つ
、
周
波
数
の
一
ご

と
（
一
の
周
波
数
を
使
用
し
て
二
以
上
の
放
送
番
組
を
放
送
を
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
放
送
を
す
る
放
送
番
組
の
一
ご
と
）
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

放
送
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
送
を
す
る
放
送
番
組
の
一
ご
と
）
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届

出
（
国
際
放
送
に
係
る
第
一
項
第
四
号
の
周
波
数
の
み
を
変
更
す
る
場
合
に

限
る
。
）
を
同
時
に
二
以
上
行
う
場
合
は
、
一
の
届
出
書
に
よ
つ
て
届
け
出

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項 

 

二 

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
新
旧
対
照 

 

三 

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項 

 

四 

変
更
し
た
年
月
日 

 

 
 

（
放
送
の
廃
止
及
び
休
止
の
認
可
申
請
等
） 

（
放
送
の
廃
止
及
び
休
止
の
認
可
申
請
等
） 

第
五
十
八
条 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

添
え
て
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
経
て
（
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業

務
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
八
条 

（
同
上
） 

一 

廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
又
は
協
会
若
し
く
は
放
送

大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

一 

（
同
上
） 
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放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学
園
」
と
い
う
。
）
の
放
送
の
業
務 

二 
廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
理
由 

二 

（
同
上
） 

三 
廃
止
若
し
く
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
時
期
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
期

間 

三 

（
同
上
） 

２ 

協
会
及
び
学
園
は
、
廃
止
又
は
休
止
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
そ
の
旨
を
放
送
に
よ
つ
て
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

第
五
十
八
条
の
二 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
協

会
国
際
衛
星
放
送
は
、
一
の
外
国
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
協
会
国
際

衛
星
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
世
帯
数
が
五
百
万
世
帯
以
上
で
あ
る

も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
外
国
の
放
送
局
を
用
い

て
行
わ
れ
る
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
と
き

と
す
る
。 

 

一 

一
の
外
国
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
放
送

区
域
の
う
ち
、
当
該
一
の
外
国
の
放
送
局
以
外
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ

れ
る
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
放
送
区
域
に
含
ま
れ
な
い
区
域
（
次
号
に
お

い
て
「
特
定
区
域
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件

に
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
に
協
会
国
際
衛
星
放
送
を
受
信
す
る
者
が
ほ

と
ん
ど
見
込
ま
れ
な
い
区
域
で
あ
る
場
合 

 

二 

特
定
区
域
に
お
い
て
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
を
受
信
し
て
い
る
者
が
、

当
該
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
の
廃
止
後
に
お
い
て
も
、
当
該
協
会
国

際
衛
星
放
送
の
放
送
時
間
の
全
部
又
は
大
部
分
に
つ
い
て
同
一
の
放
送
番

組
の
放
送
を
行
う
外
国
放
送
事
業
者
（
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
外
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国
放
送
事
業
者
を
い
う
。
）
の
放
送
を
受
信
で
き
る
場
合 

 
 

（
放
送
廃
止
届
出
及
び
放
送
休
止
届
出
の
記
載
事
項
等
） 

（
放
送
休
止
届
出
の
記
載
事
項
等
） 

第
五
十
九
条 
法
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
九
条
第
二

項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
を
経
て
（
国
際
放
送
（
外
国
の

放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
協
会
国
際
衛
星
放

送
の
業
務
又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務

大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
九
条 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の
休
止
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
添
え
て
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
を
経
て
（
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務

又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

廃
止
又
は
休
止
し
た
基
幹
放
送
局
又
は
協
会
若
し
く
は
学
園
の
放
送
の

業
務 

一 

休
止
し
た
基
幹
放
送
局
又
は
協
会
若
し
く
は
学
園
の
放
送
の
業
務 

二 

廃
止
又
は
休
止
し
た
理
由 

二 

休
止
し
た
理
由 

三 

廃
止
し
た
年
月
日
又
は
休
止
し
た
月
日
時
刻
及
び
時
間 

三 

休
止
し
た
月
日
時
刻
及
び
時
間 

２ 

協
会
及
び
学
園
は
、
法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
廃
止
又
は
同
条
第
三
項
及

び
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
休
止
の
場
合
に
お
い
て
は
、
な
る
べ
く
そ
の
旨

を
放
送
に
よ
つ
て
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

協
会
及
び
学
園
は
、
法
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の

休
止
の
場
合
に
お
い
て
は
、
な
る
べ
く
そ
の
旨
を
放
送
に
よ
つ
て
告
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008600000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%8b%e3%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008900000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008900000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008900000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%8b%e3%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008900000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008900000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008900000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008600000000002000000000000000000
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○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 
 

別
表
第
一
号
（
第

16
条
第
２
項
関
係
）
 

別
表
第
一
号
（
第

16
条
第
２
項
関
係
）

 

国
際
放
送
等
の
業
務
開
始
（
又
は
変
更
）
届
出
書
 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
開
始
届
出
書

 

年
 
 
月
 
 
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

総
務
大
臣

 
殿
 

総
務
大
臣
 
殿

 

郵
便
番
号
 

郵
便
番
号
 

住
所
 

住
所
 

日
本
放
送
協
会
会
長
 

日
本
放
送
協
会
会
長
 

氏
名
（
記
名
押
印
又
は
署
名
）
 

氏
名
（
記
名
押
印
又
は
署
名
）
 

 
 

次
の
と
お
り
国
際
放
送
（
又
は
協
会
国
際
衛
星
放
送
）
の
業
務
を
開
始
（
又

は
変
更
）
し
た
の
で
、
放
送
法
第

25
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

 

次
の
と
お
り
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
を
開
始
し
た
の
で
、
放
送
法
第

25
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

 
国
際
放
送
等
の
種
類
（
注
１
）
 

 
 
 
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類

（
注
１
）
 

 
 

 
国
際
放
送
等
の
業
務
に
用
い
ら

れ
る
外
国
の
放
送
局
を
運
用
す

る
者
の
氏
名
又
は
名
称

 

 
 
 
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務

に
用
い
ら
れ
る
外
国
の
放
送

局
を
運
用
す
る
者
の
氏
名
又

は
名
称
 

 
 

 
国
際
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ

る
送
信
設
備
の
設
置
場
所
又
は

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
に

用
い
ら
れ
る
人
工
衛
星
の
放
送

 
 
 
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務

に
用
い
ら
れ
る
人
工
衛
星
の

放
送
局
に
係
る
人
工
衛
星
の

軌
道
又
は
位
置
（
注
２
）
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局
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
若

し
く
は
位
置
（
注
２
）
 

 
周
波
数
等
（
注
３
）

 
 

 
 
協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る

周
波
数
 

 
 

 
放
送
時
間
及
び
放
送
時
間
帯

 

（
注
４
）

 

 
 
 

 

 
業
務
開
始
（
又
は
変
更
）
の
期

日
 

 
 
 
業
務
開
始
の
期
日

 
 

 

 
放
送
事
項
（
注
５
）
 

 
 
 
放
送
事
項
（
注
３
）
 

 
 

 
放
送
区
域

 
 

 
 
放
送
区
域
 

 
 

 
 

注
１

 
国
際
放
送
に
係
る
届
出
で
あ
る
場
合
は
「
短
波
放
送
」、「

中
波
放

送
」、「

超
短
波
放
送
」、

協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る
届
出
で
あ
る
場

合
は
「
超
短
波
放
送
」、「

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」、「

デ
ー
タ
放
送
」

の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
記
載
例
）「

協
会
国
際
衛
星
放
送
－
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」

 

注
１
 
「
超
短
波
放
送
」、「

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」、「

デ
ー
タ
放
送
」
の

よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
２

 
協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る
届
出
で
あ
る
場
合
は
、
別
表
第
六
の

二
の
注
３
に
準
ず
る
こ
と
。
 

注
２
 
別
表
第
六
の
二
の
注
３
に
準
ず
る
こ
と
。

 

注
３
 
国
際
放
送
に
係
る
届
出
で
あ
る
場
合
は
、
周
波
数
及
び
当
該
周
波

数
を
使
用
し
て
放
送
を
す
る
放
送
番
組
の
使
用
言
語
を
記
載
す
る
こ

と
。
 

（
記
載
例
）「

○
○
○
○
KHz－

英
語
」

 

 

注
４

 
国
際
放
送
に
係
る
届
出
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
 

 

注
５
 
外
国
人
向
け
又
は
邦
人
向
け
の
別
を
記
載
す
る
ほ
か
、
国
際
放
送

に
係
る
届
出
で
あ
る
場
合
は
別
表
第
六
の
一
号
の
注
３
に
、
協
会
国

際
衛
星
放
送
に
係
る
届
出
で
あ
る
場
合
は
別
表
第
六
の
二
号
の
注
５

に
準
ず
る
こ
と
。
 

注
３
 
外
国
人
向
け
又
は
邦
人
向
け
の
別
を
記
載
す
る
ほ
か
、
別
表
第
六

の
二
号
の
注
５
に
準
ず
る
こ
と
。

 

注
６
 
変
更
届
出
で
あ
る
場
合
は
、
変
更
部
分
に
下
線
を
付
し
、
備
考
と

し
て
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
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注
７
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

注
４
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。

 

 
 


	03（別添1）放送法施行規則（新旧：本則）【修正】
	04（別添2）放送法施行規則（新旧：様式）

